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【介護老人保健施設の理念と役割】 

 介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。また、家族や

地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 

１．包括的ケアサービス施設 

 利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画

を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。 

２．リハビリテーション施設 

 体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行

います。 

３．在宅復帰施設 

 脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 

４．在宅生活支援施設 

 自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供すると共に、他サ

ービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 

５．地域に根ざした施設 

 家族や地域住民と交流し情報提供を行い、様々なケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと

連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談室 佐々木 智広 

介護保険負担限度額認定証の有効期限が7

月31日までとなっております。 

一定額以上の預貯金等がある場合には限

度額認定の対象外となります。また、非課税

年金(遺族年金・障害年金)も所得として勘案

されます。対象となる方には、後日、申請書

類をお送りしますのでお手続き下さいます

ようお願い致します。 

 

    ２階 介護 伊藤 順子 

｢しょうわ｣では、利用者の皆様に療養生

活を楽しく過ごしていただけるよう、様々な

行事やレクリエーションを行っています。２

階では、５月２３日の午後からレクリエーシ

ョンの時間に調理活動として、ホットケーキ

を作りました。幾つかのグループに分かれて

作業を分担しながら進め、完成したホットケ

ーキをおやつの時間に皆でいただきました。 

 ｢楽しかった｣｢うまくできた｣｢美味しかっ

た｣と好評で、参加された利用者の皆様には、

有意義な時間を過ごしていただくことが出

来たと思います。 

 今後も利用者の皆様に楽しんでいただけ
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 皆様、日差しは強いですが初夏の風は

半袖に心地よい今日このごろ、いかがお

過ごしでしょうか？ 

 さて、元号が令和に代わり一ヶ月が過

ぎました。そして平成、令和と二つの時

代を跨ぐこととなった介護老人保健施

設｢しょうわ｣は、今年６月１日に２４周

年を迎えました。 

 今年の夏には、参議院議員選挙があり

ます。新しい時代のもと、今後の政局を

占う大事な選挙となりそうです。そして

１０月には消費税が増税されます。改元

早々、私たちの生活に様々な影響を及ぼ

してきそうです。 

 しかしながら時代や政局がいかに変

化しようとも、ご家族やご利用者の皆様

に最適で最高のサービスを提供できる

よう、日々努力していく所存です。 

今後ともご助言・ご協力など、なにと

ぞ宜しくお願いします。 



るような行事やレクリエーション活動を提

供していきたいと思います。 

 

 

 
３階 看護 工藤 信夫 

 ５月後半は真夏のような暑さが続きまし

た。そして６月には、いよいよ梅雨が始ま

ります。気温や湿度が上がり、熱中症や食

中毒が懸念される時期となります。 

 今後も施設内の衛生環境を整え、利用者

の皆様が、健康で快適な療養生活を送って

いただけるよう努力していきたいと思いま

す。 

 

３階 介護 伊藤 はるみ 

 ３階では５月２７日に調理活動としてお

やつ作りを行い、今回はフルーチェを作り

ました。 

 利用者の皆様は、それぞれ作業を分担し、

果物を切ったりトッピングをしました。盛

りつけもスムーズに行え、カラフルで甘い

匂いに笑顔がこぼれていました。｢おいし

い｣とおかわりをされる方もおり、大好評で

した。 

 久しぶりの調理活動で、包丁を持つ手が少

し緊張気味な方もいらっしゃいましたが、皆

様積極的に参加され楽しかったと大変喜ん

でいらっしゃいました。 

 

 

 
【面会制限一部解除のお知らせ】 

ご家族皆様の面会を中止させていただい

ておりましたが、５月２０日より制限を一部

解除し、手指消毒のうえ１階での面会が可能

となりました。 

 ※ただし小学生以下（小学生を含む）や体

調不良の方(下痢症状のある方や 37.5℃以上

ある方)は、引き続き面会を御遠慮いただい

ております。 

 なお面会は短時間(大旨３０分程度)でお

願い致します。 

ご家族の皆様には長期間に渡り、ご協力いた

だきありがとうございました。 

なお面会制限の解除につきましては、随時

お知らせ致します。ご不明な点がございまし

たら受付にお尋ね下さい。 

 (お問い合せTEL.0184-23-7100） 


